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   町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する
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町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により専決処分する。 
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町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例 

 町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年１２月町田市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している者（第１

９０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に

限る。）」を加える。 

第５条第１号中「定める者」の次に「（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「施行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定する介護職員初

任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。 

第１６条中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則

」という。）」を「施行規則」に改める。 

第４６条第１項中「定める者」の次に「（施行規則第２２条の２３第１項に規定す

る介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。 

第５９条の２０の３中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護

従業者」に改める。 

第６１条第１項中「この条」を「この項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  



＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原

則） 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原

則） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法第７８条の２第４項第１号に規定する条

例で定める者は、法人又は病床を有する診療

所を開設している者（第１９０条に規定する

指定看護小規模多機能型居宅介護に係る指定

の申請を行う場合に限る。）とする。 

３ 法第７８条の２第４項第１号に規定する条

例で定める者は、法人とする。 
 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護におい

ては、次に掲げるサービスを提供するものと

する。 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護におい

ては、次に掲げるサービスを提供するものと

する。 

（１） 訪問介護員等（指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福

祉士又は法第８条第２項に規定する政令で

定める者（介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号。以下「施行規則」と

いう。）第２２条の２３第１項に規定する

介護職員初任者研修課程を修了した者に限

る。）をいう。以下この章において同じ。）

が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う

日常生活上の世話（以下この章において「定

期巡回サービス」という。） 

（１） 訪問介護員等（指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福

祉士又は法第８条第２項に規定する政令で

定める者をいう。以下この章において同

じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回し

て行う日常生活上の世話（以下この章にお

いて「定期巡回サービス」という。） 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

（法定代理受領サービスの提供を受けるため

の援助） 

（法定代理受領サービスの提供を受けるため

の援助） 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者

が施行規則第６５条の４各号のいずれにも該

当しないときは、当該利用申込者又はその家

族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２

４項に規定する居宅サービス計画をいう。）

の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する

旨を市に対して届け出ること等により、指定

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者

が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「施行規則」という。）第６

５条の４各号のいずれにも該当しないとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、居

宅サービス計画（法第８条第２４項に規定す

る居宅サービス計画をいう。）の作成を指定
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を

法定代理受領サービスとして受けることがで

きる旨を説明すること、指定居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法

定代理受領サービスを行うために必要な援助

を行わなければならない。 

居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対し

て届け出ること等により、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領

サービスとして受けることができる旨を説明

すること、指定居宅介護支援事業者に関する

情報を提供することその他の法定代理受領サ

ービスを行うために必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

（指定夜間対応型訪問介護） （指定夜間対応型訪問介護） 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指

定夜間対応型訪問介護においては、定期的に

利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問

介護（以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。）、あらかじめ利用者の心身の

状況、その置かれている環境等を把握した上

で、随時、利用者からの通報を受け、通報内

容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪

問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者（施行規

則第２２条の２３第１項に規定する介護職員

初任者研修課程を修了した者に限る。）をい

う。以下この章において同じ。）の訪問の要

否等を判断するサービス（以下「オペレーシ

ョンセンターサービス」という。）及びオペ

レーションセンター（オペレーションセンタ

ーサービスを行うための次条第１項第１号に

規定するオペレーションセンター従業者を置

いている事務所をいう。以下同じ。）等から

の随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問

介護（以下この章において「随時訪問サービ

ス」という。）を提供するものとする。 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指

定夜間対応型訪問介護においては、定期的に

利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問

介護（以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。）、あらかじめ利用者の心身の

状況、その置かれている環境等を把握した上

で、随時、利用者からの通報を受け、通報内

容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪

問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者をいう。

以下この章において同じ。）の訪問の要否等

を判断するサービス（以下「オペレーション

センターサービス」という。）及びオペレー

ションセンター（オペレーションセンターサ

ービスを行うための次条第１項第１号に規定

するオペレーションセンター従業者を置いて

いる事務所をいう。以下同じ。）等からの随

時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護

（以下この章において「随時訪問サービス」

という。）を提供するものとする。 

２ 略 ２ 略 

 

（準用） （準用） 

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４１条、第５３条、第５９条の２、

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４１条、第５３条、第５９条の２、
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第５９条の４、第５９条の５第４項及び前節

（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生

型地域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程（第５９条の２０の３において準用す

る第５９条の１２に規定する重要事項に関す

る規程をいう。第３４条において同じ。）」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域

密着型通所介護従業者」という。）」と、第

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前

項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護

事業者が第１項に規定する設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外の

サービスを提供する場合に限る。）」とある

のは「共生型地域密着型通所介護事業者が共

生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介

護以外のサービスを提供する場合」と、第５

９条の９第４号、第５９条の１０第５項及び

第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第５９条の１９第２項第

２号から第４号までの規定中「次条」とある

のは「第５９条の２０の３」と読み替えるも

のとする。 

第５９条の４、第５９条の５第４項及び前節

（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生

型地域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程（第５９条の２０の３において準用す

る第５９条の１２に規定する重要事項に関す

る規程をいう。第３４条において同じ。）」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域

密着型通所介護従業者」という。）」と、第

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前

項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護

事業者が第１項に規定する設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外の

サービスを提供する場合に限る。）」とある

のは「共生型地域密着型通所介護事業者が共

生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介

護以外のサービスを提供する場合」と、第５

９条の９第４号、第５９条の１０第５項及び

第５９条の１３第３項中「指定地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護従業者」と、第５９条の１９第２

項第２号から第４号までの規定中「次条」と

あるのは「第５９条の２０の３」と読み替え

るものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に

規定する養護老人ホーム、病院、診療所（医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に

規定する養護老人ホーム、病院、診療所（医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

５第２項に規定する診療所をいう。以下同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、社

会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項

において同じ。）に併設されていない事業所

において行われる指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び併

設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老

人ホーム等に併設されている事業所において

行われる指定認知症対応型通所介護をいう。

以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者の員数

は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

５第２項に規定する診療所をいう。以下同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、社

会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条

において同じ。）に併設されていない事業所

において行われる指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び併

設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老

人ホーム等に併設されている事業所において

行われる指定認知症対応型通所介護をいう。

以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者の員数

は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

２～７ 略 ２～７ 略 
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